
運営指導における主な指摘事項

～障害福祉サービス事業者等向け～

令和８年度集団指導資料

埼玉県 福祉部  福祉監査課
総務・障害施設・事業担当
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項 目

１ 非常災害対策計画、避難確保計画の策定等

２ 業務継続計画の策定等

３ 安全計画の策定等

４ 衛生管理等

５ 障害者虐待の防止のための措置

６ 身体拘束等の禁止、適正化

７ 自動車を運行する場合の所在確認・送迎車両への安全装置の設置

８ 職場におけるハラスメント対策

９ 個別支援計画の作成

10 人員の欠如

11 欠席時対応加算の算定

12 就労移行支援体制加算の見直し

13 施設の防犯確認に関する取組
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１ 非常災害対策計画、避難確保計画の策定等

［改善すべき事項］
〇 すべての事業所（訪問系の事業所を除く）
・ 施設等の立地条件等に応じて想定される災害に対応した非常災害対策計画を策定する。
   ☞ 県ホームページ「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引」（ひな型は13頁以降）

を参照してください。
・ 避難等の訓練は、以下の回数を実施する。訓練には、職員のほか可能な範囲内で利用者にも参加して
もらう。また、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

 ①消火訓練：年２回以上  ②避難場所への避難訓練：年２回以上 ③消防署への通報訓練：年１回以上
※ ①、②：障害児入所施設及び児童発達支援センターは毎月１回

・ 訓練を実施した際は、記録を作成する。（例）日時、参加者数、訓練の内容、反省点など

〇 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある事業所
・ 所在市町村に、当該事業所が要配慮者利用施設に該当するか確認する。
・ 要配慮者利用施設に該当する場合は、避難確保計画を作成し、所在市町村の防災担当課に提出する。
・ 避難確保計画に基づく避難訓練を実施し、結果を所在の市町村の担当課に報告する。 3

指定障害福祉サービス事業者等は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災
害に関する具体的計画（非常災害対策計画）を立て、必要な備蓄等を行うとともに、定期的に避難、救出その
他必要な訓練を行わなければなりません。
また、水防法・土砂災害防止法で、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等

には、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられています。

×指摘事項 ・非常災害対策計画を策定していない。
・避難等の訓練を実施していない。回数が不足している。 
・要配慮者利用施設に該当するか否かを確認していない。避難確保計画を作成していない。

（訪問系の事業所を除く）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/saigai-sonae.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/saigai-sonae.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/saigai-sonae.html


２ 業務継続計画の策定等［令和６年４月１日から義務化］

×指摘事項 ・感染症又は非常災害のいずれか、又は両方の業務継続計画を策定していない。
・従業者に対して必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施していない。

［改善すべき事項］
・「感染症に係る業務継続計画」を策定する。

主な記載項目：平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立等
・「災害に係る業務継続計画」を策定する。

主な記載項目：平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携等
☞ 県ホームページ「障害者施設・事業所におけるBCP（業務継続計画）について」を参照してください。

  自施設における被災想定を元に策定し、必要なリスト等は、随時更新及び共有してください。   
・ 策定した業務継続計画は、従業員に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

採用時研修 採用後３か月以内（日中活動系/訓練・就労系については、採用後１か月以内）
継続研修 年１回以上
訓練の実施 年１回以上

指定障害福祉サービス事業者等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継
続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」とい
う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなりません。
また、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定で、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が

未策定の場合、基本報酬を減算する「業務継続計画未策定減算」が新設されています。
令和６年度中は、一定の取組を行っている事業所に対して経過措置がありましたが、令和７年３月で経過措置

は終了していますので、未策定の場合は減算となります。
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https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/bcp.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/bcp.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/bcp.html


×指摘事項 ・安全計画を策定していない。
・従業者に対して、研修・訓練を実施していない。
・保護者に対して、安全計画に基づく取組の内容について周知していない。

［改善すべき事項］
・ 安全計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講ずる。

 ☞ 県ホームページ「安全計画の策定について」の別添資料３（安全計画ひな形）などを参照してください。
・ 策定した安全計画は、従業員に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

採用時研修 採用後３か月以内
継続研修 年１回以上
訓練の実施 年１回以上

・ 児童の保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する。
・ 定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて変更する。
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指定障害児通所事業所・指定障害児入所施設に対し、「設備の安全点検」、「従業者、障害児等に対する事
業所・施設外での活動、取組等を含めた事業所・施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導」、
「従業者の研修及び訓練その他事業所・施設における安全に関する事項」についての計画（以下「安全計画」
という。）を策定することが義務付けられています。

（障害児通所事業所・入所施設）

３ 安全計画の策定等［令和６年４月１日から義務化］

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/bcp.html


４ 衛生管理等［令和６年４月１日から義務化］

×指摘事項 ・感染対策委員会を開催していない、回数が不足している。
・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備していない。
・従業者に対して研修及び訓練を実施していない、回数が不足している。

［改善すべき事項］
・ 感染対策委員会を３か月＊に１回以上開催する。
・ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
 ・ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための

 訓練を実施する。
 採用時研修 採用後３か月以内（日中活動系/訓練・就労系については、採用後１か月以内）

 継続研修 ６か月＊に１回以上
 訓練の実施 ６か月＊に１回以上

＊ 訪問系・就労定着支援の事業所においては、委員会の開催が６か月に１回以上、継続研修及び訓練の
実施が年１回以上。
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指定障害福祉サービス事業者等は、当該事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう
に次に掲げる措置を講じなければなりません。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」と
いう。）の設置、開催

二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備
三 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための
訓練の実施



５ 障害者虐待の防止のための措置

×指摘事項 ・虐待防止の研修を実施していない。虐待防止委員会を開催していない。
・虐待防止のための担当者を配置していない。
・虐待防止の取組の実施について、記録が作成されていない。

［改善すべき事項］
・ 虐待防止に関する担当者を選定する。（あわせて、重要事項説明書に記載する。）
・ 虐待防止委員会を年１回以上開催する。
※ 法人単位での開催、身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営、テレビ電話装置等を活用しての実施可。

・ 虐待防止のための指針を整備する。
・ 従業者に対し、虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施する。

採用時研修 採用後３か月以内（日中活動系/訓練・就労系については、採用後１か月以内）
継続研修 年１回以上

・ 委員会の開催や研修の実施について、記録を作成する。

［虐待防止措置未実施減算］
・ 虐待防止委員会が定期的に（１年に１回以上）開催されていない場合、虐待防止のための研修を定期的
に（１年に１回以上）実施していない場合、虐待防止を適切に実施するための担当者を配置していない場
合は、基本報酬を減算する。

7

指定障害福祉サービス事業者等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと
ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければなりません。
また、虐待防止の取組を徹底するため、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定で、障害者虐待防止措置未

実施の事業所等に対して基本報酬を減算する「虐待防止措置未実施減算」が新設されています。



６ 身体拘束等の禁止、適正化

×指摘事項 ・身体拘束適正化委員会を設置していない、身体拘束等の適正化のための指針を整備していない。
・身体拘束等の適正化のための研修を実施していない。

［改善すべき事項］
・ 身体拘束適正化検討委員会を年１回以上開催する。
※ 法人単位での開催、虐待防止委員会と一体的に設置・運営、テレビ電話装置等を活用しての実施可。

・ 身体拘束等の適正化のための指針（基本的な考え方、組織、職員研修、発生時の対応など）を整備する。
・ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を実施する。

採用時研修 採用後３か月以内（日中活動系/訓練・就労系については、採用後１か月以内）
継続研修 年１回以上

・ 委員会の開催や研修の実施について、記録を作成する。
※ 上記の措置は、身体拘束を行わない場合であっても必要な点に留意する。

［身体拘束廃止未実施減算］
・ 身体拘束を行う場合で、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由そ
の他の事項を記録していない場合は、基本報酬を減算する。

・ また、身体拘束を行わない場合であっても、身体拘束適正化検討委員会が定期的に開催されていない場合、
指針を整備していない場合、研修を定期的に実施していない場合は、基本報酬を減算する。 8

指定障害福祉サービス事業者等は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を
保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（身体拘束等）を
行ってはなりません。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由その他必要な事項を記録しなければなりません。
また、指定障害福祉サービス事業者等は、身体拘束等の適正化を図るための措置を講じなければなりません。
身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定で、身体拘束廃止未実

施減算の額の引き上げ等が行われています。



７ 自動車を運行する場合の所在確認（障害児通所・入所）

   ・送迎車両への安全装置の設置（児童発達支援・放課後等デイサービス）
［令和５年４月１日から義務化］
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障害児通所事業所・障害児入所施設は、児童の事業所・施設外での活動等のため自動車を運行するときは、児
童の乗降車の際に、点呼等の方法により児童の所在の確認をすることが義務づけられています。
また、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所で児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行

するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置（安全装置）を装備し、当該装
置を用いて降車時の児童の所在を確認することが義務づけられています。（送迎車両のうち、座席が３列以上の
ものが対象となります。）

×指摘事項 ・経過措置が終了した令和６年４月１日以降も、安全装置の設置に代わる措置で児童の所在確認
行っている。（安全装置未設置）

［改善すべき事項］
・ ただちに、安全装置を装備し、当該装置を用いた児童の所在確認を行う。

 ☞ 安全装置は、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインについて（国土交通省）」
に適合するものを設置してください。本ガイドラインに適合する装置のリストは、
「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて（こども家庭庁HP）」でご確認ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/230539/06anzensouchiguideline.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/230539/06anzensouchiguideline.pdf
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/


８ 職場におけるハラスメント対策

［改善すべき事項］
・ 事業者としての基本方針等を明確化して従業員に周知・啓発する。
・ ハラスメントの相談（苦情を含む）に対応する担当者を定め、従業者に周知する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例などにおいて、指定障害福祉サー
ビス事業所等は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的
な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとされています。
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×指摘事項 ・従業者に事業者としての基本方針等が示されていない、周知していない。
・ ハラスメント相談窓口を定めていない、周知していない。



９ 個別支援計画の作成
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×指摘事項 ・個別支援計画を未作成のままサービス提供を行っている。
・令和６年度からの児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る個別支援計画において、
支援の提供時間が定められていない。

［改善すべき事項］
・ 利用開始日までに、個別支援計画を作成、利用者（保護者）に説明し、同意を得た上で交付するまでの
一連の業務を終了する。

・ 個別支援計画が作成されていない場合や、個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていな
い場合は、該当する月から当該状態が解消されるまで個別支援計画未作成等減算を算定する。

［令和６年度障害福祉サービス等報酬改定関連］
・ 児童発達支援及び放課後等デイサービスの場合、個別支援計画に新たに以下の事項を記載する。

 個々の障害児の日々の支援に係る計画時間等、個々の障害児の日々の支援に係る延長支援時間等
     個々の障害児の５領域との関連性を明確にした支援内容及びインクルージョンの観点を踏まえた取組等

なお、個別支援計画で支援の提供時間が定められていない場合は、３０分以上１時間３０分以下の時間区
分で算定することになる。

・ 生活介護の場合、個別支援計画書には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定に該当す
る時間を加えた合計の時間を支援の標準的な提供時間等の欄に記載する。

障害福祉サービス等の提供は、サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）が作成する個別支援計画に
基づき行うものです。
また、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に伴って、児童発達支援、放課後等デイサービス及び生活介

護の個別支援計画書に新たな記載事項が求められるなど、個別支援計画の取扱いが変更されています。



10 人員の欠如
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［改善すべき事項］
・ 指定基準に定める人員を速やかに配置する。あわせて、人員欠如減算を算定する。
※ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、１割を超えて欠如した場合はその翌月から、１割の範囲内で欠如し
た場合にはその翌々月から、人員欠如が解消されるに至った月までの間、サービス提供職員欠如減算を算定する。

・ サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）が欠如となる場合や欠如が見込まれる場合は、早い段
階で県（障害者支援課）に相談すること。
※ サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）が欠如する場合は、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月
までの間、サービス管理責任者欠如減算（児童発達支援管理責任者欠如減算）を算定する。

※ 欠如期間において個別支援計画が作成されずサービス提供が行われていた場合は、個別支援計画未作成減算に該当する。

・ 児童発達支援管理責任者や指定基準に定める人員が欠如している場合は、児童指導員等加配加算等も算
定できなくなるので留意すること。

・ 退職などにより、加算の算定に必要な人員配置が出来なくなった場合は、速やかに変更の体制届を県
（障害者支援課）へ提出すること。

指定障害福祉サービス事業所等における従業者の員数が、指定障害福祉サービス基準の規定により配置すべ
き員数を下回る、いわゆる人員欠如については、介護給付費等を減額することとしています。
これは、適正なサービスの提供を確保するための規定ですので、指定障害福祉サービス事業所等は、人員欠

如の未然防止に努めてください。

×指摘事項 ・サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）が不在（研修未受講による資格失効、サー
ビス管理責任者変更の際に不在期間がある等）である、勤務が常勤となっていない。

 ☞ 平成３１年４月１日に実施された研修制度改正に起因する欠如の事例がありました。
県ホームページ「事業者向けお知らせ」に掲載中の「令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長
会議」の資料「児発管欠如が発生していることに伴う注意喚起」を参照してください。

・指定基準に定める人員が欠如している。
・加算要件の児童指導員等が不在になったにもかかわらず、引き続き加算を算定している。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/jigyoushamukeosirase/index.html#sisetuchou
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19630/sisetuchoukaigi21.pdf


11 欠席時対応加算の算定

×指摘事項 ・加算の要件に該当するかどうか、確認できない。記録が不十分である。
・相談援助の記録がない。相談援助の内容が不十分である。
・１回の欠席連絡で、複数日分を算定している。
・利用を中止した日の前々日より前の連絡について、算定している。

［改善すべき事項］
・ 加算の算定に必要な要件を記録する。
※ 欠席の連絡のあった日、サービスの利用を予定していた日、欠席の理由、利用者の状況、相談援助の
内容（次回の利用日、療養の助言・指導など）

・ 加算の算定は、相談援助の回数で行う。
※ 複数日の欠席を１回の連絡で受けた場合は、１日分の加算のみ

 ・ 急病等により利用を中止した日の前々日、前日又は当日に、欠席の連絡を受けた場合に 算定する。
※ ２営業日前までの間の連絡なら算定可能

 ・ 加算要件を満たさずに請求していた事例がある場合は、過誤調整を行う。
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欠席時対応加算は、サービスを利用する利用者が、あらかじめサービスの利用を予定していた日に、急病等
によりその利用を中止した場合において、従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を
行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、所定の回数を限度として、所定単位
数を算定するものです。



12 就労移行支援体制加算の見直し 

出典：厚生労働省HP：障害保健福祉関係会議資料について ｜厚生労働省 (１ 令和8年3月26日：主管課長会議資料)

○ 就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数を上
限とする。

○ また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去３年間で算定実績がある利用者について、ハラ
スメントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを
明確化する。
※令和９年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論
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○ 就労継続支援Ａ型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を
評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している（就労移行支援体制加算）。

○ この加算について、同一の利用者についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度
加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。

○ 本来の制度趣旨に沿った運用が行われるよう、就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能とな
る年間の就職者数に上限（定員数まで）を設定するなど、適正化を行う。【告示改正・令和８年４月施行】

【生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】

算定要件等

概 要

（参考）就労移行支援体制加算
・一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する加算
・前年度において、就労継続支援Ａ型等を受けた後に一般就労へ移行し、６月以上就労継続している者が１名
以上いる場合、評価点に応じた所定単位数にその前年度実績の人数及び利用者数を乗じた単位数を加算

・この実績の人数については、原則として、同一の利用者につき過去３年間で算定実績がある場合は算定不可
（都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る）としている（R6報酬改定）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001684690.pdf


12-2 就労移行支援体制加算の見直し 

出典：厚生労働省報道発表資料：株式会社絆(きずな)ホールディングス傘下法人の指定取消への対応について
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 株式会社絆(きずな)ホールディングス傘下法人の指定取消への対応について
 

本日、大阪市において、株式会社絆ホールディングスの傘下にあるNPO法人リアン、株式会社レーヴ、株式
会社リベラーラ及び株式会社JOB connectの４法人が運営する就労継続支援事業Ａ型事業所（４事業所）につ
いて、５月１日付で指定取消処分が行われるとの旨の発表が行われました。 
当該指定取消処分に伴い、同４事業所を利用する障害者の方々について、仮に解雇が発生する場合には、再

就職支援や他の事業所への移行支援等が必要となりますが、その数が相当数に上る可能性があります。 
そのため、厚生労働省といたしましても、大阪市や関係自治体等と連携し、再就職等に向けた様々な支援や

取組を着実に行ってまいります。 
具体的には、初動の対応として、大阪労働局に対し、４事業所に雇用されている障害者向けの「出張相談・

説明会」をできる限り速やかに行い、再就職支援や失業給付手続等の説明を実施するよう指示等するとともに、
利用者の居住する自治体への説明会開催や、関係団体に対する協力依頼を集中的に実施していきます。 
また、あわせて、大阪労働局に対して、大阪府内のハローワーク全てに障害者本人や家族向けの「特別相談

窓口」を設置し、個々人の希望等を踏まえた相談支援等を進めるなど、影響を受ける障害者の方々への支援を
徹底するよう指示しました。 
引き続き、同４事業所の利用者について、希望に応じた必要な支援や就労につながるよう、大阪市をはじめ

とする関係自治体・関係団体と連携して進めてまいります。 

（参考資料） 
大阪市報道発表資料「障がい福祉サービス事業者の指定の取消し及び訓練等給付費の返還請求について」 
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/0000675604.html 

Press Release 

令和８年３月２７日

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72072.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72072.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72072.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72072.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72072.html
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/0000675604.html
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社福第１３４５－１号

令和７年１０月１７日

各社会福祉施設等の長 様

埼玉県福祉部長 岸田 正寿（公印省略）

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知）

令和７年１０月１５日、鶴ヶ島市内の高齢者施設で入所者が殺傷されるという大変痛ましい事件が発生いたしました。
現時点において事件の詳細は不明ですが、各施設におかれましては、改めて、利用者の安全の確保に努めていただき
ますようお願いいたします。

また、この事件を受け、こども家庭庁及び厚生労働省から別添のとおり事務連絡「社会福祉施設等における防犯に
係る安全の確保について」が発出されました。外部からの 不審者の侵入に対する危機管理の観点からの点検項目な
どが示されていますので、御精読の上、安全確保の取組を進める上で御活用ください。

13 施設の防犯確認に関する取組

各施設・事業所におかれましては、利用者の安全を確保するため、以下の埼玉県福祉部長通知及び国の事務連
絡にある「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」を参考に、改めて施設の防
犯管理体制の確認をしていただきますようお願いします。 
 〇 主な取組例 

・職員会議、研修等での職員の共通理解 
・防犯マニュアルの作成、見直し 
・来訪者の出入りの確認 
・施錠管理、電子ロックの暗証番号の定期的な変更 
・防犯カメラ、防犯ブザー、センサーライト等の設置 
・夜間の職員配置、緊急時の連絡体制の確認 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/24172/2025101601.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/24172/2025101601.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/24172/2017_bouhan_handbook.pdf
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★アンケートのお願い

動画概要欄、または、集団指導HP上に記載されているリンクから、

アンケートの回答をお願いします。（所要時間：１～２分程度）


	スライド 1: 運営指導における主な指摘事項  ～障害福祉サービス事業者等向け～
	スライド 2
	スライド 3: １　非常災害対策計画、避難確保計画の策定等
	スライド 4: ２　業務継続計画の策定等［令和６年４月１日から義務化］
	スライド 5
	スライド 6: ４　衛生管理等［令和６年４月１日から義務化］
	スライド 7: ５　障害者虐待の防止のための措置
	スライド 8: ６　身体拘束等の禁止、適正化
	スライド 9: ７　自動車を運行する場合の所在確認（障害児通所・入所）    　・送迎車両への安全装置の設置（児童発達支援・放課後等デイサービス） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［令和５年４月１日から義務化］
	スライド 10: ８　職場におけるハラスメント対策
	スライド 11: ９　個別支援計画の作成
	スライド 12: 10　人員の欠如
	スライド 13: 11　欠席時対応加算の算定
	スライド 14: 12　就労移行支援体制加算の見直し  　　　　　　　　　　　　　　　出典：厚生労働省HP：障害保健福祉関係会議資料について ｜厚生労働省 (１ 令和8年3月26日：主管課長会議資料)
	スライド 15: 12-2　就労移行支援体制加算の見直し  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：厚生労働省報道発表資料：株式会社絆(きずな)ホールディングス傘下法人の指定取消への対応について
	スライド 16
	スライド 17

